
 

 

総務課 

 

議案第１号 

港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」といいます。）の一部改正に伴い、

引用している条項番号を変更するため、港区個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例（平成２７年港区条例第２８号。以下「条例」といいます。）

の一部を改正します。 

 

１ 法改正の趣旨 

マイナンバーを用いた情報連携をより速やかに開始するため、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律（令和５年法律第４８号。以下「改正法」といいます。）の施行に

よる番号法の一部改正により、番号法別表第２（行政機関等同士が個人番号を

用いて特定個人情報をやり取りすることができる事務等を定める表）が削除

され、その内容が主務省令に規定されることとなりました。 

 

２ 条例改正の内容 

（１）番号法別表第２が削除され、番号法別表第１が番号法別表となったことに

伴い、条例で引用している番号法の条項番号を変更します。 

（２）その他番号法の改正に伴う規定の整備 

 

３ 施行期日 

改正法の施行の日（改正法の公布の日（令和５年６月９日）から起算して１

年３月を超えない範囲内において政令で定める日） 

 

 

令和６年２月２０日 資料№５ 
総 務 常 任 委 員 会 
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令和６年２月２０日 資料№５－２
総 　務 　常 　任 　委 　員　会
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